　　　　　　魚津市西部デイサービスセンター
　　　　指定通所介護事業所運営規程

第１条（目　的）

魚津市西部デイサービス通所介護事業所は、介護保険法の理念に基づくと共に、高齢者が自立した生活を送れるよう、老化に伴い介護が必要な者に対して、通所による介護サービスを通して、支援することを目的とする。

第２条（運営方針）

1． 本事業は、要介護状態等になった場合、可能な限り居宅から通所により、機能訓練及び必要な日常生活上の世話を行うことで、利用者の社会孤立感の解消や心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを努める。

2． 本事業は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。

3． 本事業は、魚津市及び居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。

第３条（事務所の名称）

この事業を行う事業所の名称を『指定魚津市西部デイサービス通所介護事業所（以下魚津市西部デイサービスセンター）』と称する。

第４条（事務所の設置）

事務所は、魚津市大光寺４６７番１に、事務所を設置する。

第５条（実施主体）

事業実施主体は、社会福祉法人新川老人福祉会とする。

第６条（従業員の職種、員数、職務内容）

　　事業所における職員の職種、員数および職務内容は次のとおりとする。
　（１）管理者　１名（常勤兼務　１名）

　　　事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

　（２）生活相談員　専従１名以上

　　　利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携を行う。

　（３）介護職員　　・利用者１５人までは専従１名以上

　　　　　　　　　　・利用者１６人以上利用者１人に対し０．２以上

　　　利用者入浴、排せつ、職位の介護等を行い、自立した日常生活を営むための支援及び介護を行う。
　（４）看護職員　専従１名以上
　　　利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等の業務を行う。

　（５）機能訓練指導員　１名以上

　　　利用者が、心身の状況に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。

　（６）事務職員　１名（常勤兼務　１名）

　　　会計、庶務等の事務全般を行う。

第７条（営業日、営業時間）

この事業は、年末年始を除いた毎週月曜から土曜日を営業日とする。
また、営業時間を午前８時１５分から午後５時１５分までとする。

（尚、サービス提供時間は、午前９時から午後４時２０分とする。）

第８条（指定通所介護の定員）

事業所の定員は、３０名とする。（通所型サービス定員を含む）

第９条（指定通所介護の内容）

１．事業所のサービス内容は、生活指導、介護をし、健康チェック、送迎、入浴、食事のサービスを提供する。

２．事業所は、管理者に対し、利用者の心身の状況、希望並びにその置かれている環境を踏まえて、機能訓練の目標、当該の目標を達成するために、具体的サービス内容を記載した通所介護計画を作成しなければならない。

３．事業所は、利用者に通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練、日常生活を行うに必要な援助を行い、利用者や家族に対し、サービスの提供方法について説明を行い、同意を受ける。

４．事業所は、居宅介護支援専門員との連絡を密に行い、指定介護サービス提供とも連携を取る。また、医療、保健、福祉の総合性を推進する。

第10条（利用料、その他の費用の額）

１．利用料

指定通所介護を利用した場合の利用料の額、介護報酬告示上の額とする。法定代理受領サービスである通所介護サービス（各種加算含む）が提供される場合は、告示により定められる当該通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額の各利用者の負担割合に応じた額とし、法定代理受領サービスに該当しない通所介護サービスが提供される場合は、その基準額の１０割の金額とする。

２．食費負担
　　食材費実費及び調理費相当分の金額とする。

３．その他生活介護用品

　　おむつ代、その他生活介護用品は実費

４．利用者の同意

　　利用料以外に必要な費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者、又は家族に対し説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

第11条（通常の事業の実施地域）

　　　この事業実施地域は、魚津市内全域とする。

第12条（サービス利用に当たっての留意事項）

　　　１．事業所の初回利用については、被保険者証、介護認定の確認を行う。又、再認定についても確認を行う。

　　　２．事業所は、正当な理由がなく、通所サービスの提供を拒んではならない。

　　　３．事業所は、通所介護サービス提供が困難と認めた場合は、速やかに居宅介護支援事業者に連絡し、他の事業者を紹介する措置をとる。

　　　４．利用者、家族が利用を行わない場合、サービス計画の変更した場合、速やかに連絡を行う。又、利用できない日ができた場合も、速やかに連絡を行う。

　　　５．事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者、家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を取る。

　　　６．事業所の会計は、他の会計と区別し、会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。

　　　７．事務所は、非常災害（火災、地震、水害等）に関して、具体的計画を立て、非常災害に備えて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

　　　８．事業所は、施設、設備、人事、会計、施設サービス計画、サービス提供の諸記録を整備し、完結の日から５年間保管しなければならない。

　　　９．事業所は、施設の見やすい場所に運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービス選択に関する重要事項を掲示しなければならない。

第13条（緊急時の対応）

利用者に、急変等の緊急事態が生じた場合は、直ちに家族、担当の介護支援専門に連絡するとともに管理者に報告し、また、主治医に連絡し医師の指示に従って、迅速かつ適切な措置を講ずる。
第14条（虐待防止）
　　　事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
　　　（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置
　　　　　等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
　　　（２）事業所における虐待防止のための指針を整備すること。
　　　（３）事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
　　　（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。　
第15条（職員の就業規則及び給与規程等）

　　　職員に対しては、この規程によるほか、当法人の職員の就業規則及び給与規程、旅費規程、非正規職員就業規則、退職規程、被服貸与規程、年次有休休暇規程､防火規程、職員親睦会規約、役員及び職員の慶弔基準、衛生管理規程を適用する。

第16条（細則）

　　　この規程に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、理事会で定める。

附　　則

　　　この規程は、平成１３年　４月１日から施行する。

　　　　　　　　　平成１４年　２月１日　改正

　　　　　　　　　平成１４年　５月１日　改正

　　　　　　　　　平成１４年　７月１日　改正

　　　　　　　　　平成１６年　４月１日　改正

　　　　　平成１７年１０月１日　改正

     　　 平成１８年　４月１日　改正

    　　  平成２４年　１月１日　改正
　　　　  平成２４年　４月１日　改正

　　　　　平成２５年　４月１日　改正

　　　　　平成２５年　５月１日　改正

　　　　　平成２６年　４月１日　改正
　　　　　平成２８年１２月１日　改正

　　　　　平成３０年　８月１日　改正

　　　　　平成３１年　４月１日　改正
　　　　　令和　６年　４月１日　改正
　　　　　令和　６年１０月１日　改正
